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衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
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公
的
年
金
積
立
金
運
用
に
関
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る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
運
用
の
成
功
、
失
敗
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て

一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

な
お
、
年
金
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
は
、
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
七
十
九
条
の
二

及
び
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
年
金
事
業
の
運
営
の
安
定
に
資

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
う
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
お
お
む
ね
百
年
間
を
視
野
に
入
れ
た
財
政
検
証
に
基
づ
き
実
施
し
て

い
る
。
年
金
積
立
金
の
管
理
及
び
運
用
を
行
う
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
（
以
下
「
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
」
と
い
う
。
）

の
業
務
に
つ
い
て
は
、
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
三
十
二
条
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
主
務

省
で
あ
る
厚
生
労
働
省
に
設
置
し
て
い
る
独
立
行
政
法
人
評
価
委
員
会
が
、
毎
年
度
の
業
務
の
実
績
に
つ
い
て
評
価
し
て
お

り
、
そ
の
際
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
厚
生
労
働
大
臣
は
、
年
金
積
立
金
の
運
用
が
年
金
財
政
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
検
証
し
、
独
立
行
政
法
人
評
価
委

員
会
に
報
告
し
て
い
る
。

一



二
及
び
三
に
つ
い
て

国
民
年
金
及
び
厚
生
年
金
保
険
に
つ
い
て
は
、
将
来
の
保
険
料
水
準
を
固
定
し
た
上
で
、
お
お
む
ね
百
年
程
度
の
財
政
均

衡
期
間
を
通
じ
て
年
金
財
政
の
均
衡
が
保
た
れ
る
よ
う
、
年
金
額
の
水
準
を
将
来
に
向
け
て
調
整
し
て
い
く
仕
組
み
と
な
っ

て
い
る
。
こ
の
た
め
、
年
金
積
立
金
の
運
用
実
績
が
保
険
料
水
準
及
び
年
金
の
支
給
開
始
年
齢
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な

い
。
ま
た
、
年
金
額
の
水
準
に
つ
い
て
は
、
一
般
論
と
し
て
は
、
人
口
構
造
、
就
業
構
造
等
の
長
期
間
の
動
向
と
同
様
に
、

年
金
積
立
金
の
運
用
実
績
が
将
来
の
年
金
額
の
水
準
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
あ
り
得
る
が
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
運
用
実

績
は
、
長
期
間
の
動
向
に
よ
り
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
年
金
額
は
、
物
価
又
は
賃
金
の
変
動
に
応
じ
て
改
定
さ
れ

る
仕
組
み
と
な
っ
て
お
り
、
単
年
度
の
運
用
実
績
を
理
由
と
し
て
年
金
額
が
改
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
運
用
に
失
敗
し
た
場
合
、
誰
が
ど
の
よ
う
に
責
任
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か

で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
お
尋
ね
に
つ
い
て
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政

法
人
法
の
規
定
等
に
基
づ
き
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
は
、
年
金
積
立
金
を
適
切
に
運
用
す
る
責
任
を
有
し
て
お
り
、
厚
生
労
働
大
臣

は
、
Ｇ
Ｐ
Ｉ
Ｆ
を
適
切
に
監
督
す
る
責
任
を
有
し
て
い
る
。
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